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(57)【要約】
【課題】シリンダ内周面の開口に直接押し付けられてそ
の開口を塞ぐ当接栓が繰り返しの使用によっても磨耗し
難くて、優れた耐久性を有する内視鏡の配管切換弁を提
供すること。
【解決手段】当接栓３４を、シリンダ１１の内周面の開
口８ｂに面する部分がシリンダ１１の内周面の半径より
小さな曲率半径の球面状に形成された金属体で形成する
と共に、当接栓３４をシリンダ１１の内周面の開口８ｂ
に押し付けるように弾力的に付勢するばね部３７を当接
栓３４と一体に形成した。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の配管が接続されたシリンダの内周面部分に上記複数の配管の中の少なくとも一つ
が開口し、上記シリンダ内に軸線方向に進退自在に配置されたピストンの外周面に形成さ
れた有底孔内に、上記シリンダの内周面の開口に直接押し付けられて上記開口を塞ぐため
の当接栓が配置された内視鏡の配管切換弁において、
　上記当接栓を、上記シリンダの内周面の開口に面する部分が上記シリンダの内周面の半
径より小さな曲率半径の球面状に形成された金属体で形成すると共に、上記当接栓を上記
シリンダの内周面の開口に押し付けるように弾力的に付勢するばね部を上記当接栓と一体
に形成したことを特徴とする内視鏡の配管切換弁。
【請求項２】
　上記ばね部が、上記当接栓の外縁部に板ばね状に形成されている請求項１記載の内視鏡
の配管切換弁。
【請求項３】
　上記有底孔内に、上記当接栓が上記有底孔内から離脱するのを阻止するためのストッパ
が形成されている請求項２記載の内視鏡の配管切換弁。
【請求項４】
　上記板ばね状のばね部が上記ストッパの裏側領域に格納された状態になっている請求項
３記載の内視鏡の配管切換弁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡に設けられた配管の接続状態を切り換え操作するための内視鏡の配
管切換弁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　送気送水配管や吸引配管等の接続状態の切り換え操作を行うために内視鏡の操作部に設
けられた配管切換弁は一般に、複数の配管が接続されたシリンダにピストンが軸線方向に
進退自在に配置された構成になっていて、ピストンに形成された円周溝に装着されている
Ｏリング等によって配管間のシールをしている。
【０００３】
　しかし、挿入部の先端に膨縮自在なバルーンが取り付けられた内視鏡（例えば超音波内
視鏡）等では、バルーンに連通する配管に対する切り換え機能が追加されるので、全部の
配管間のシールをＯリングで行うと配管切換弁の長さが長くなり過ぎてしまう。
【０００４】
　そこで、そのような内視鏡の配管切換弁では、バルーン内に連通する配管のシリンダ内
周面の開口に直接押し付けられてその開口を塞ぐ当接栓が、ピストンの外周面に形成され
た有底孔内に配置されている（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００７－１４４３９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述のような従来の内視鏡の配管切換弁においては、当接栓が弾力性のあるゴム材で形
成されていて、シリンダの内周面に押し付けられて弾性変形した状態で、ピストンの進退
動作に伴ってシリンダの内周面に沿って移動し、その結果、繰り返し使用されているうち
に当接栓が磨耗する。
【０００６】
　同様の磨耗は一般のＯリング等の場合でも発生するが、当接栓の場合には、開口に直接
押し付けられてその開口を一個の当接栓単独で塞ぐので、ごく僅かな磨耗でも流体漏れの
発生につながり、例えばバルーン内から自然吸引をしてバルーンが萎んでしまうような不
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具合が発生する場合がある。
【０００７】
　本発明は、シリンダ内周面の開口に直接押し付けられてその開口を塞ぐ当接栓が繰り返
しの使用によっても磨耗し難くて、優れた耐久性を有する内視鏡の配管切換弁を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡の配管切換弁は、複数の配管が接続された
シリンダの内周面部分に複数の配管の中の少なくとも一つが開口し、シリンダ内に軸線方
向に進退自在に配置されたピストンの外周面に形成された有底孔内に、シリンダの内周面
の開口に直接押し付けられて開口を塞ぐための当接栓が配置された内視鏡の配管切換弁に
おいて、当接栓を、シリンダの内周面の開口に面する部分がシリンダの内周面の半径より
小さな曲率半径の球面状に形成された金属体で形成すると共に、当接栓をシリンダの内周
面の開口に押し付けるように弾力的に付勢するばね部を当接栓と一体に形成したものであ
る。
【０００９】
　なお、ばね部が、当接栓の外縁部に板ばね状に形成されていてもよく、有底孔内に、当
接栓が有底孔内から離脱するのを阻止するためのストッパが形成されていてもよい。そし
て、板ばね状のばね部がストッパの裏側領域に格納された状態になっていてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、シリンダの内周面の開口に直接押し付けられて開口を塞ぐための当接
栓が球面状の金属体で形成されていることにより、繰り返しの使用によってシリンダの内
周面に摺接しても磨耗し難くて、優れた耐久性を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　複数の配管が接続されたシリンダの内周面部分に複数の配管の中の少なくとも一つが開
口し、シリンダ内に軸線方向に進退自在に配置されたピストンの外周面に形成された有底
孔内に、シリンダの内周面の開口に直接押し付けられて開口を塞ぐための当接栓が配置さ
れた内視鏡の配管切換弁において、当接栓を、シリンダの内周面の開口に面する部分がシ
リンダの内周面の半径より小さな曲率半径の球面状に形成された金属体で形成すると共に
、当接栓をシリンダの内周面の開口に押し付けるように弾力的に付勢するばね部を当接栓
と一体に形成する。
【実施例】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図２は本発明が適用された超音波内視鏡を示しており、可撓性の挿入部１の基端に操作
部２が連結され、挿入部１の先端には、軸線周りに超音波信号を発受信する例えばラジア
ル走査の超音波プローブ３が配置されると共に、前方を光学観察するための光学観察窓４
が先端面に配置されている。
【００１３】
　また、挿入部１の先端部分は、超音波プローブ３と被検部との間に超音波信号の伝達性
の悪い空気層がないようにするために、脱気水等によって膨縮されるバルーン５が超音波
プローブ３を囲む状態に取り付けられるようになっている。
【００１４】
　挿入部１内には、鉗子や注射具等を挿脱するための鉗子チャンネル６が全長にわたって
挿通配置されていて、その先端開口であるチャンネル吸引口６ａが、バルーン５の外部に
位置する挿入部１の先端面に配置されている。
【００１５】
　鉗子挿入口６ｂは挿入部１と操作部２との連結部付近に配置されており、また、鉗子チ
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ャンネル６に対してその基端部付近において連通接続されたチャンネル吸引配管７が、操
作部２の上半部に配置された吸引操作弁１０（配管切換弁）に接続されている。
【００１６】
　挿入部１内から操作部２内には、バルーン５内に充填された脱気水を吸引するためのバ
ルーン吸引配管８等も挿通配置されていて、バルーン吸引配管８の先端開口であるバルー
ン吸引口８ａは挿入部１の先端においてバルーン５の内側に開口し、バルーン吸引配管８
の基端は操作部２内において吸引操作弁１０に接続されている。９は、吸引操作弁１０と
図示されていない吸引源とを連通接続する吸引元配管である。
【００１７】
　図１と図３は、吸引操作弁１０の待機状態を示す縦断面図であり、図１は、図４におけ
るＩ－Ｉ断面図であって待機状態での配管切り換え状態を示し、図３は、図４におけるII
I－III断面図であって、シリンダ１１に対して吸引配管切換用ピストン１４（請求項１の
ピストン）が軸線周りに回転するのを規制するための回転止め用突起２５と係合溝２６を
含むものである。
【００１８】
　操作部２内に配置されたシリンダ１１は、外方に向けて開口する状態に固定ナット１２
により操作部２に固定されている。１３はシール用のＯリングである。なお、弾力性があ
って押し潰された状態に装着されるシール部材の類は、各図において押し潰される前の状
態が図示されている。
【００１９】
　有底の円筒状に形成されたシリンダ１１は、奥寄りの半部の内径が口元寄りの半部の内
径より細く形成されており、チャンネル吸引配管７の基端は、そのようなシリンダ１１の
底面部に開口接続されている。
【００２０】
　また、バルーン吸引配管８と吸引元配管９は、図３におけるIV－IV断面を図示する図４
にも示されるように、軸線周り方向に位置をずらして、且つ吸引元配管９がバルーン吸引
配管８より奥側（図３において下方）にある位置関係に、シリンダ１１の口元寄りの部分
の側面部に接続され、バルーン吸引配管８の基端開口８ｂ（請求項１の開口）と吸引元配
管９の接続開口９ａとが、各々シリンダ１１の内周面に開口している。
【００２１】
　図１と図３に示されるように、シリンダ１１内に軸線方向に進退自在に嵌挿されたピス
トンは、シリンダ１１に対して軸線方向に進退自在に内接する円筒状の吸引配管切換用ピ
ストン１４と、その吸引配管切換用ピストン１４に対して軸線方向にスライド自在に内接
する外気吸引切換用ピストン１５とが同軸に配置された構造になっていて、外気吸引切換
用ピストン１５は、全長にわたって吸引配管切換用ピストン１４の内周より小さな外径に
形成されている。
【００２２】
　そして、吸引配管切換用ピストン１４と外気吸引切換用ピストン１５の各々の外径は、
シリンダ１１の奥寄りの半部（小径部）の内周面に外気吸引切換用ピストン１５のみが内
接し、シリンダ１１の口元寄りの半部（太径部）の内周面に吸引配管切換用ピストン１４
のみが内接するように形成されている。
【００２３】
　吸引配管切換用ピストン１４と外気吸引切換用ピストン１５の頭部は、操作部２の外表
面に開口するシリンダ１１の口元から突出していて、外気吸引切換用ピストン１５の頭部
には、第１のバネ受け部材１８と、図５の分解斜視図にも示される連結軸１５０を介して
操作ボタン１６が取り付けられている。
【００２４】
　吸引配管切換用ピストン１４の頭部部分には、図６にも示されるように、フランジ管状
に形成された第２のバネ受け部材１９が螺合連結されており、第１のバネ受け部材１８と
第２のバネ受け部材１９との間に装着された第１の圧縮コイルスプリング２１によって、
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外気吸引切換用ピストン１５が吸引配管切換用ピストン１４から外方に飛び出す方向（図
１及び図３において上方）に付勢されている。
【００２５】
　ただし、吸引配管切換用ピストン１４の内面の途中に形成された段部と外気吸引切換用
ピストン１５の外面の途中に形成された段部とが当接することにより、外気吸引切換用ピ
ストン１５が図１及び図３に示された状態より吸引配管切換用ピストン１４から相対的に
外方に飛び出せないように規制されている。
【００２６】
　また、第１の圧縮コイルスプリング２１が外部から見えないようにカバーをする第１の
カバー筒１７が、第１の圧縮コイルスプリング２１によって第２のバネ受け部材１９に押
し付けられた状態に取り付けられている。
【００２７】
　２２は、第１の圧縮コイルスプリング２１に比べて数倍大きなバネ定数に設定されてい
る第２の圧縮コイルスプリングであり、第１の圧縮コイルスプリング２１と直列の関係に
配置されて、第２のバネ受け部材１９を外方に付勢している。
【００２８】
　第２の圧縮コイルスプリング２２の基端側を受けるピストン止め環２０Ａは、吸引配管
切換用ピストン１４が所定状態以上にシリンダ１１内から抜け出すのを阻止するストッパ
にもなっていて、第２の圧縮コイルスプリング２２を外部から見えないようにするための
カバーの機能も有している。
【００２９】
　また、ピストン止め環２０Ａに一体的にライニングされた弾力性のあるプラスチック材
等からなる係止環２０Ｂの下端部の内爪部分が固定ナット１２の外周鍔部に引っ掛かり係
合し、それによって吸引配管切換用ピストン１４、外気吸引切換用ピストン１５及び操作
ボタン１６等を含むユニットをシリンダ１１に固定している。
【００３０】
　したがって、係止環２０Ｂを弾性変形させて固定ナット１２との係合を解けば、操作ボ
タン１６等と共に吸引配管切換用ピストン１４や外気吸引切換用ピストン１５をシリンダ
１１から外方に引き出すことができる。
【００３１】
　また、吸引配管切換用ピストン１４と外気吸引切換用ピストン１５とには、図１におけ
るVII－VII断面を図示する図７に示されるように、外気吸引切換用ピストン１５の外面を
１８０°対称位置で平らに削ぎ落とした平面部１５ａと、その平面部１５ａを緩く挟む状
態に吸引配管切換用ピストン１４の内面に形成された平面部１４ａとが互いに向かい合う
状態に配置されており、その結果、吸引配管切換用ピストン１４と外気吸引切換用ピスト
ン１５も、相対的に軸線方向には移動自在であるが、軸線周りに回転することはできない
。
【００３２】
　そのような吸引配管切換用ピストン１４には、図６にも示されるように、シリンダ１１
の口元寄りの部分の内周面に摺接するように吸引配管切換用ピストン１４の外周面の中間
部分に装着されたシール用のＯリング２７を挟んでその両側に、外位置側孔２８と内位置
側孔２９とが各々側壁を貫通して形成されている。
【００３３】
　また、シリンダ１１の内周面と嵌合する吸引配管切換用ピストン１４の奥側端部付近の
外周面には、バルーン吸引配管８の基端開口８ｂのみを単独で塞ぐようにシリンダ１１の
内周面に摺接する当接栓３４が、バルーン吸引配管８の基端開口８ｂに対向する位置に形
成された円形の有底孔３３内に、中央付近が少し出っ張った状態に嵌め込まれた状態に取
り付けられている。
【００３４】
　当接栓３４は金属製であり、図８に拡大して示されるように、シリンダ１１の内周面に
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形成されているバルーン吸引配管８の基端開口８ｂに面する部分がシリンダ１１の内周面
の半径より小さな曲率半径の球面状に形成されている。
【００３５】
　また、当接栓３４をバルーン吸引配管８の基端開口８ｂに押し付けるように弾力的に付
勢する板ばね状のばね部３７が当接栓３４と一体に形成されており、この実施例のばね部
３７は、当接栓３４の基部の外縁全周から外側に斜め後方に突出する鍔状に形成されてい
て、有底孔３３の底面に当接している。
【００３６】
　このような構成により、ばね部３７により付勢された当接栓３４の半球面状の表面部分
が吸引配管切換用ピストン１４の外面より少し突出してバルーン吸引配管８の基端開口８
ｂに押し付けられ、基端開口８ｂを密封している。
【００３７】
　そして、吸引配管切換用ピストン１４がシリンダ１１内で進退して当接栓３４が基端開
口８ｂに面しない位置に移動すると、当接栓３４がシリンダ１１の内周面に当接して、ば
ね部３７を圧縮方向に弾性変形させる。
【００３８】
　また、図８に示されるように、この実施例の有底孔３３は、当接栓３４が納まっている
空間より、その奥のばね部３７が納まっている空間の方が大きな径の円形孔状に形成され
ていて、その境界部の段部３８より前方にばね部３７が飛び出すことができない。
【００３９】
　したがって、段部３８は当接栓３４が有底孔３３内から離脱するのを阻止するためのス
トッパになっていて、そのストッパ（段部３８）の裏側領域にばね部３７が格納された状
態になっている。その結果、吸引配管切換用ピストン１４がシリンダ１１から取り外され
た場合等でも当接栓３４が有底孔３３内から離脱せず、紛失の恐れがない。
【００４０】
　なお、そのような当接栓３４は、例えば形状記憶合金等で形成しておば、有底孔３３に
装着したり交換したりする際に、ばね部３７が段部３８部分を通過できる形状に容易に変
形させることができる。
【００４１】
  図１及び図４等に示されるように、流体の通路となる吸引路３０が、当接栓３４と並ん
で、吸引配管切換用ピストン１４の奥側端部付近の外面を部分的に削ぎ落として形成され
ており、そのような吸引路３０は、吸引元配管９の接続開口９ａに面する位置とそれに対
して１８０°対称の位置とに形成されている。
【００４２】
　ただし、図４に示されるように、吸引配管切換用ピストン１４の当接栓３４が取り付け
られている位置に対して１８０°対称の裏側位置Ａでは、吸引配管切換用ピストン１４の
外周面が吸引路３０等によって切り欠かれることなくシリンダ１１の内周面にピッタリと
接している。
【００４３】
　したがって、吸引配管切換用ピストン１４とシリンダ１１との間で押し潰されている当
接栓３４から生じる反発力によって吸引配管切換用ピストン１４が裏側位置Ａ方向に強く
付勢されているものの、それによって吸引配管切換用ピストン１４の軸線位置がずれてし
まうことはなく、吸引配管切換用ピストン１４が軸線方向にスムーズに進退する。
【００４４】
　図１に示されるように、外気吸引切換用ピストン１５には、側面と奥側端面とに開口す
るチャンネル吸引連通孔３１がＬ字状に形成されている。３１ａは奥側開口、３１ｂは側
面開口である。
【００４５】
　そして、外気吸引切換用ピストン１５の外周面には、図５にも示されるように、奥側端
部付近と、チャンネル吸引連通孔３１の側面開口３１ｂを挟んでその両側位置とに各々、
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シリンダ１１の内周面に摺接するシール用のＯリング３５が装着されている。また、連結
軸１５０の基部付近にもＯリング３６が装着されている。
【００４６】
　また、図３に示されるように、シリンダ１１に対して吸引配管切換用ピストン１４が軸
線周りに回転するのを規制するための回転止め用突起２５が、吸引配管切換用ピストン１
４の最先端位置（即ち、シリンダ１１の奥側に最も潜る位置）の近傍の外周面に突設され
ている。
【００４７】
　そして、回転止め用突起２５と係合する係合溝２６が、回転止め用突起２５の移動範囲
に対応してシリンダ１１の内周面に軸線と平行方向に真っ直ぐに形成されている。その結
果、吸引配管切換用ピストン１４はシリンダ１１に対して軸線方向には移動自在であるが
、軸線周りに回転することはできない。
【００４８】
　回転止め用突起２５は吸引配管切換用ピストン１４に固定的に埋設されていて、吸引配
管切換用ピストン１４の外周面から側方に突出する部分は球面状に形成されている。係合
溝２６の断面形状は、回転止め用突起２５に対して一定の僅かな隙間ができる程度の円弧
状に形成されている。したがって、吸引配管切換用ピストン１４が軸線方向に進退動作す
る際に、軸線周り方向に回転力等が加わっても係合溝２６との間の摺動抵抗が小さくスム
ーズに進退する。
【００４９】
　吸引配管切換用ピストン１４とシリンダ１１に対する回転止め用突起２５と係合溝２６
の配置は、図３及び図４に示されるように、回転止め用突起２５が当接栓３４の位置より
ごく僅かに口元寄りで当接栓３４と干渉しない位置関係に配置され、係合溝２６がバルー
ン吸引配管８の基端開口８ｂや吸引元配管９の接続開口９ａ等と干渉しない位置関係に配
置されている。
【００５０】
  このように構成された実施例の内視鏡の配管切換弁は、図１及び図３に示される待機状
態においては、吸引配管切換用ピストン１４と外気吸引切換用ピストン１５が第２の圧縮
コイルスプリング２２と第１の圧縮コイルスプリング２１によって、各々最大限に外方に
突出する状態に押し上げられている。
【００５１】
　そして、外気が外位置側孔２８を通って吸引配管切換用ピストン１４内に入った後、内
位置側孔２９から吸引配管切換用ピストン１４とシリンダ１１との隙間へ出て、そこから
吸引路３０内を通過して吸引元配管９に吸引されている。チャンネル吸引配管７及びバル
ーン吸引配管８からの吸引は、Ｏリング３５及び当接栓３４によって阻止されている。
【００５２】
　その状態から、指先で操作ボタン１６を押し込み操作して、図９に示されるように、第
１の圧縮コイルスプリング２１が圧縮され終わって第２の圧縮コイルスプリング２２も圧
縮され始める位置に操作ボタン１６が達すると、操作ボタン１６を操作する指に大きな抵
抗が作用し、その時に、外気吸引切換用ピストン１５に形成されているチャンネル吸引連
通孔３１の側面開口３１ｂが吸引元配管９の接続開口９ａに対向する位置に来る。
【００５３】
　その結果、チャンネル吸引配管７と吸引元配管９とがシリンダ１１内とチャンネル吸引
連通孔３１とを介して連通し、挿入部１の先端のチャンネル吸引口６ａから体内の汚液等
が吸引源に吸引される。
【００５４】
　その状態においては、依然として吸引配管切換用ピストン１４は移動しておらず、その
状態で操作ボタン１６から指を離せば元の待機状態に戻る。したがって、バルーン吸引配
管８の基端開口８ｂを当接栓３４で完全に塞いだ状態のままで、チャンネル吸引配管７か
らの吸引操作のみを行うことができる。
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【００５５】
　また、前述のように、シリンダ１１と吸引配管切換用ピストン１４との間は回転止め用
突起２５と係合溝２６との係合により軸線周りの回転止めがなされ、吸引配管切換用ピス
トン１４と外気吸引切換用ピストン１５との間は平面部１４ａ，１５ａどうしの係合によ
り軸線周りの回転止めがなされていることにより、チャンネル吸引連通孔３１の側面開口
３１ｂが常に正確に吸引元配管９の接続開口９ａに対向するので、固形の吸引物等があっ
ても吸引操作弁１０内で詰まることなく確実に吸引元配管９に吸引排出される。
【００５６】
　図９に示される状態からさらに指先に力を入れて操作ボタン１６を押し込むと、図１０
に示されるように回転止め用突起２５が係合溝２６の奥側位置（図において下方）に摺動
して、図１１に示されるように、第１の圧縮コイルスプリング２１に続いて第２の圧縮コ
イルスプリング２２も圧縮され、外気吸引切換用ピストン１５と共に吸引配管切換用ピス
トン１４がシリンダ１１内に押し込まれた状態になる。
【００５７】
　すると、バルーン吸引配管８の基端開口８ｂに対向する位置から奥側に当接栓３４が移
動すると同時に、チャンネル吸引連通孔３１の側面開口３１ｂが接続開口９ａに対向する
位置からシリンダ１１の奥側半部内に退避して塞がれた状態になる。
【００５８】
　その結果、バルーン吸引配管８の基端開口８ｂと吸引元配管９の接続開口９ａとの間の
みが、シリンダ１１の内周面と吸引配管切換用ピストン１４の外周面との間に形成された
空間Ｂ及び吸引路３０を経由して連通した状態になるので、バルーン５内の脱気水等が挿
入部１の先端のバルーン吸引口８ａから吸引源に吸引されてバルーン５を縮ませることが
できる。
【００５９】
　そして、操作ボタン１６から指を離せば、図９に図示されるチャンネル吸引配管７から
の吸引状態を経て図１及び図３に図示される待機状態に戻り、当接栓３４がバルーン吸引
配管８の基端開口８ｂ部分を塞ぐ状態に戻る。
【００６０】
　このようにして、当接栓３４が吸引配管切換用ピストン１４と共に移動してシリンダ１
１の内周面に対し押し付けられた状態で摺接するが、当接栓３４は金属製なので、従来の
ようなゴム製のものと比較すると磨耗の度合いが格段に小さく、バルーン吸引配管８の基
端開口８ｂでのシール漏れによりバルーン５内から自然吸引されてバルーン５が萎んでし
まうようなことがない。
【００６１】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば、図１２に示されるよう
に、ばね部３７の外周部に切り欠き３９を形成すると共に、その切り欠き３９内を通過す
る形状の突起３８′を有底孔３３の外周部から内方に突出形成して、有底孔３３の底部付
近の領域には突起３８′を形成しない構成を採ったものである。
【００６２】
　このように構成して、切り欠き３９と突起３８′の位置を合わせてばね部３７を有底孔
３３内に嵌め込んでから回転させることにより、突起３８′が当接栓３４の離脱阻止のた
めのストッパになり、当接栓３４とばね部３７を形状記憶合金ではないステンレス鋼等で
形成することができる。
【００６３】
　また、本発明を超音波内視鏡以外の一般の内視鏡に適用してもよく、送気送水操作弁そ
の他の各種操作弁に適用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の実施例の内視鏡の配管切換弁における待機状態の縦断面図（図４におけ
るＩ－Ｉ断面図）である。
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【図２】本発明の実施例の超音波内視鏡の全体構成を示す側面図である。
【図３】本発明の実施例の内視鏡の配管切換弁における待機状態の回転止め用突起を含む
縦断面図（図４におけるIII－III断面図）である。
【図４】本発明の実施例の内視鏡の配管切換弁の図３におけるIV－IV断面図である。
【図５】本発明の実施例の内視鏡の配管切換弁の外気吸引切換用ピストンの分解斜視図で
ある。
【図６】本発明の実施例の内視鏡の配管切換弁の吸引配管切換用ピストンの分解斜視図で
ある。
【図７】本発明の実施例の内視鏡の配管切換弁の図１におけるVII－VII断面図である。
【図８】本発明の実施例の内視鏡の配管切換弁の当接栓部分の拡大縦断面図である。
【図９】本発明の実施例の内視鏡の配管切換弁においてチャンネル吸引配管から吸引され
る状態の縦断面図である。
【図１０】本発明の実施例の内視鏡の配管切換弁においてバルーン吸引配管から吸引され
る状態の回転止め用突起を含む縦断面図である。
【図１１】本発明の実施例の内視鏡の配管切換弁においてバルーン吸引配管から吸引され
る状態の縦断面図である。
【図１２】本発明の実施例の当接栓と有底孔の他の構成例の斜視図である。
【符号の説明】
【００６５】
　７　チャンネル吸引配管（配管）
　８　バルーン吸引配管（配管）
　８ｂ　基端開口（開口）
　９　吸引元配管（配管）
　１０　吸引操作弁（配管切換弁）
　１１　シリンダ
　１４　吸引配管切換用ピストン（ピストン）
　３３　有底孔
　３４　当接栓
　３７　ばね部
　３８　段部（ストッパ）
　３８′　突起（ストッパ）
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